
 

 

平成 27 年度 
工学部 FD シンポジウム 
～指導とパワハラ その境目は？～ 

 

 
 
 
 
 
 

日時：平成 27 年 11 月 20 日 14:00～16:30 

     会場：総合研究棟１F シアター教室 

主催：工学部教育企画委員会 FD 部会 

        共催：理工学研究科 

        後援：教育企画室 教養学部 経済学部 教育学部  

理学部 
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１．はじめに 

 
 平成２７年度工学部 FD シンポジウムは，工学部教育企画委員会 FD 部会が主催し，（共催理工

学研究科）、教育企画室、教養学部、経済学部、教育学部、理学部の後援を受け，平成２７年１１

月２０日(金)１４：００～１６：３０に総合研究棟シアター教室にて開催された。重原工学部長に

よる開会の挨拶後、司会進行は池野 FD 部会長が担当した。 
 シンポジウム第一部では，「指導とパワハラ その境目は？」というテーマで、日本産業カウン

セリングセンター代表取締役理事長の野原蓉子先生より「パワハラの行為者にならないために」

という題名で講演をしていただいた。 
第二部では，工学部教育企画委員会 FD 部会がＨ１９年に制定し、Ｈ２６年度に改訂した「ベス

トレクチャー賞について」の選考基準に基づき「ベストレクチャー賞」の表彰式を行うとともに，

受賞された先生方に授業のワンポイント・アドバイスをいただいた。 
 
なお、シンポジウムの参加者は４５名であり，その内訳は下表のとおりであった． 
 
 

 

２０１５FD シンポジウム出席者内訳 

所属 教授 准教授 助教 職員 学生 その他 計 
機械 4 2 1    7 

電気電子  2     2 
情報 3 2 1    6 

応用化学 1 1   6  8 
機能 2 3 1    6 
建設 1  1    2 
環境  1 1    2 
理工研  1  2 4  3 

教育企画課       0 
その他 1 1  1  2 9 
計 12 13 5 3 10 2 45 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



 

２．式次第 

 
学部長挨拶  重原 孝臣 学部長 

 
第一部 講演 

題目 「パワハラの行為者にならないために」 

講師：日本産業カウンセリングセンター代表取締役理事長 

野原 蓉子 先生 

 
～休憩～ 

 
第二部 ベストレクチャー賞表彰式 
 

1. ベストレクチャー賞について  池野 順一 FD 部会長 

2. ベストレクチャー賞表彰式 
履修者が 50 名以下の部門受賞者 
履修者が 51 名以上 90 名以下の部門受賞者 
履修者が 91 名以上の部門受賞者 
演習の部門受賞者 

3. よりよい授業のためのワンポイント・アドバイス 
履修者が 50 名以下の部門受賞者 
履修者が 51 名以上 90 名以下の部門受賞者 
履修者が 91 名以上の部門受賞者 
演習の部門受賞者 

 

 

閉会挨拶  奥井 義昭 副学部長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

・シンポジウム第一部 「指導とパワハラ その境目は？」 
  

第一部では，日本産業カウンセリングセンター代表取締役理事長の野原蓉子先生に

「パワハラの行為者にならないために」というテーマで講演いただいた。 
その概要を以下に示す。 
 

パワハラの行為者にならないために 

～教員の熱心すぎる指導が大きなトラブルを招く～ 

                     

日本産業カウンセリングセンター理事長 

                       日本産業精神保健学会理事 

                             臨床心理士  野 原 蓉 子 

 

 

１．パワハラ理解のキーワード 

  パワハラは、「パワー」(権限の乱用 power)と、「ハラスメント」(繰り返される嫌がらせ

harassment)という言葉を組み合わせて、日本でつくられた造語。米国では高圧的な管理

(abusive supervision)、欧州では人権侵害(moral harassment)という。 

 

2．職場における各種ハラスメント 

 

(1) セクシュアルハラスメント 

  (2) パワーハラスメント(アカデミックハラスメント) 

  (3) ジェンダーハラスメント 

  (4) マタニティハラスメント 

  (5) アルコールハラスメント 

  (6) モビング(脅し)、ブリング(いじめ)など 

 

3．今の企業におけるパワーハラスメントの現状から 

 

(1)パワハラを取り巻く状況 

 

職場のいじめ、嫌がらせなどパワハラと呼ばれる問題が社会問題として取り上げられている。

労働局の相談の中で第 1位となっている。上司の圧力による不祥事がもっとも多い。2012 年の厚

生労働省の調査で 4 人に 1 人が過去 3 年間にパワハラを受けたことがあると回答している。パワ

ハラを受けた後にとった行動は、社内の相談窓口 1.8％、会社が設置している相談窓口 1.4％、何

もしなかったが 46.7％(約半数)、いじめを受けた後にメンタルヘルスを損ない PTSD(外傷後スト

レス障害で恐怖体験がよみがえる)になるケースも多い。 

国家公務員の職場でもパワハラ問題が増えていて被害者が心の病で休む例が多発している。 



 

 

(2)厚生労働省の通達 

 

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの

職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環

境を悪化させる行為をいう(職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言<2012 年 3 月厚

生労働省ワーキンググループから> )。 

 

(3)改めてパワハラを考察する 

   

◆職場の管理者・指導者は、適切なマネジメントか、指導なのかどうかの視点で考える。 

  ◆部下、メンバーの行動・言動と組織全体を見直し、パワハラ問題は個人の責任だけに帰す

ること 

などできないと考える。どんなに厳しい指導を経験した人でも今後同じことは通用しない。 

  ◆パワハラ対策は、誰もが働きやすい(学びやすい)環境づくりという視点で考えることがも

っとも   

重要‼ 

◆パワハラの代表例 

 Ⅰ．身体的な攻撃  暴行、傷害 

 Ⅱ．精神的な攻撃  脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言 

  Ⅲ．人間関係からの切り離し  隔離、仲間外し、無視 

 Ⅳ．過大な要求   業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害   

  Ⅴ．過小な要求   業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じ

ることや仕事を与えない 

  Ⅵ．個の侵害    私的なことに過度に立ち入る 

 

 (4)社会的背景 

  ◆コミュニケーションの軽視 

◆仕事量の過重 

◆価値観が多様化、価値観のズレ 

◆社会の変化、スピード化 

◆差別意識 

 

4．人間関係にみるパワハラの構図 

 

(1)パワハラの構図  

◆1 対 1 のパワハラ 

◆多数対 1のパワハラ 

◆1対多数のパワハラ 

 

(2)教育現場におけるパワハラの特徴を理解する 



 

  ◆教職員によるパワハラは周囲のサポートを得にくい 

◆企業における上司の権限と教育現場における教職員の権限は違う 

◆問題意識が過激すぎてもまわりの共感が得られない場合がある 

◆パワハラが拡大解釈されると弊害が生じる恐れがある(一連の流れや文脈が判断材料に) 

 

5．誰もが悩む厳しい指導との境界線 

 

(1)日頃の指導や注意の仕方に十分配慮しているか 

(2)能力不足でミスが多い相手に厳しい注意指導ができるか 

(3)日頃の注意指導がなく、マイナス評価されている相手をいかに引き上げていけるか 

(4)教育現場では安全を守るために厳しい注意が必要なとき、どのようなリスクがあるか 

(5)厳しい指導の後に、相手がパニックに陥った場合は早急なフォローが不可欠になる 

 

6．相談への初期対応 

 
＜指導者に相談があった場合＞ 
職場内で発生した問題の解決のために初動の役割を担うのが上司である。最初の申し立てを以下

の留意点に従って受けとめることが重要である。そして組織の相談体制が確立されているのでそ

れに基づいてどんな些細なことでもまずは相談窓口に連絡をして指示をあおぐ。今こういう問題

でこういう対応をしていることを伝える。情報を入れずに勝手に判断したり収めようとするとあ

やまった対応になってしまう。タイミングをはずさない。この問題の対応で組織のモノサシを１

本にすることを徹底すること。 
 
 
 
７．ヒアリングにあたっての留意点 

 ～相談者（申立者）と行為者をメンタル不調にさせないために～ 

 

相談者(申立者)のヒアリングの注意点 

  1◆秘密を守る 

  2◆批判しないで話を聞く 

  3◆言いたくないことは言わなくてもよいと伝える 

  4◆気持ちに配慮する 

  5◆対応の意向を確認する 

6◆解決策を考え、提示する 

7◆行為者から報復などをされない約束をする 

 

行為者とされる人からのヒアリングの注意点 

1◆先入観を持たない 

2◆行為者の気持ちに配慮する 

3◆ヒアリングの目的や必要性を伝える 



 

4◆申立者との人間関係について聞く 

5◆相談内容に心当たりはあるのか 

6◆指導のあとに十分にフォローをしたか 

7◆状況改善のために協力する意向の有無 

 

パワハラの申し立てを受けるにあたって 

  1◆いかに相談者の不安を取り除けるか 

  2◆たえず迷っている相談者の意向をていねいに確かめる 

  3◆申し立てを受けた人の範囲内で対応できるか 

  4◆匿名による投書にも被害者からの訴えと考えて対応する 

  5◆申立者と行為者とされる人との接点をはずす 

 

まとめ．改善のポイント 

 

1◆パワハラのリスクは「法的リスク」「評判リスク」「業務リスク」「人的リスク」がある 

2◆問題解決の基本は対策手段より先に相手の価値観や接し方を考える必要性がある 

3◆教職員が学生からの相談が上がってくる体制、相談が上がりやすい環境をいかにつくる

か 

4◆教育指導の中でパワハラに該当する不適切な部分を明確に指摘する 

5◆「どれ程能力のある教職員でも組織は処分します」と明確に認識してもらうことが重要

になる 

 

 

参照  『セクハラ防止ガイドブック』共著 経団連出版 

『 こうして解決する! 職場のパワーハラスメント 

            －指導のつもりがなぜパワハラと言われるのか 』経団連出版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・シンポジウム第二部 ベストレクチャー賞表彰式 

・ベストレクチャー賞について 
 第二部では，平成２７年ベストレクチャー賞は，平成２６年度に工学部で開講された講義（実

験・実習を除く）を対象に，以下の選考方法に基づいて決定された。各カテゴリーの受賞科目お

よび受賞者を下表に示す。各受賞者に対して，重原工学部長より表彰状と副賞（フィンガープレ

ゼンター）が送られた。 
 
※選考方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
・平成２７年ベストレクチャー賞 
 
 

カテゴリー 科目名 受賞者 

１，履修者が 50 名以下の部門 非線形システム概論 
池口  徹 
（非常勤） 

１，履修者が 50 名以下の部門 科学技術英語Ⅱ 
Tammo M.Reisewitz 

（非常勤） 

２，履修者が 51 名以上 90 名以下の部門 ロボット制御 
辻 俊明 

（電気電子システム工学科） 

２，履修者が 51 名以上 90 名以下の部門 情報基礎 (情報) 
後藤 祐一 

（情報システム工学科） 

３，履修者が 91 名以上の部門 分析化学Ⅰ 
渋川 雅美     

（応用化学科） 

４，演習の部門 応用線形代数演習 
内田 淳史  

（情報システム工学科） 
 
 
・よりよい講義のためのワンポイント・アドバイス 

 
 平成２７年ベストレクチャー賞表彰式に引き続き，講義を行うにあたってのワンポイント・ア

ドバイスについて，各受賞者にご講演いただいた。以下に，各受賞者の講演の概要を示す。 
 
・履修者が 50 名以下の部門受賞者： 池口  徹 先生（非常勤講師） 

・講義に対する熱意が大事である。 
  ・講義の際、Key note を使用している。 
  ・世の中に非線形があるとおもしろいということを講義の際伝えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
・履修者が 50 名以下の部門受賞者： Tammo M.Reisewitz 先生（非常勤講師） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
・履修者が 51 名以上 90 名までの部門受賞者： 辻 俊明 准教授 

・講義の際に使用している「クリッカー」の紹介 
  ・「クリッカー」を使用し、シンポジウムに参加している教員に講義に関するアンケートを実

施した。 
 
・履修者が 51 名以上 90 名までの部門受賞者： 後藤 祐一 准教授 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
・履修者が 91 名以上の部門受賞者： 渋川 雅美 教授 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・演習の部門受賞者：内田 淳史 教授 講義のため途中退席 


